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い
と
、
－
K
の
ま
ャ
効
川
い
と
い
、
η

阿川上ベーかっ
r仁
ら
の
杓
点
プ
ロ
グ
ラ

ム
か
一
決
｛
メ
寸
F
Q
内
部
プ
リ
わ
っ
パ
ル
一
ム
ザ
二
、
ど
心

？
よ
る
段
、
早
の
授
快
が
あ
る
か
京
ー
か
と
、
ぐ
っ
門
、
も
ま
た
、
こ
う
J

た
ブ
ロ
お

ス
の
山

に
判
附
す
へ
き
も
の
な
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
判
的
の
研
点
か
ら
ほ
泌
さ
れ
る
行
政
に
対
ぷ
＼
裁
川
引
所
は
、
他
人
の
慌
利
保
認
手
通
l
J

一
＼
日
ウ
一
的
に
日
記
つ
町
村
す
7

アト

政
を
ノ
ト
ロ

i
ル
す
る
も
の
と
き
、
れ
る
〉
ご
こ
に
は
、
次
内
ホ
う
な
含

4
t
rあ
る
べ
す
な
わ
ち
、
先
ド
い
も
述
、
た
よ
ろ
に
、
何
土
の

「
司
法
巾
心
、
義
に
t

J

J

L
恒
人
の
は
村
保
を
の
み
に
焦
占
守
虫
仁
一
し
き
た
が
、
こ
の
よ
、
つ
な
長
十
り
予
行
政
法
主
体

ト
ー
仏
が
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
川

j
k
川叶手
rt一九つい
j
j
υ

～」ーよ

J
3
1
正
予
／
，

l
J
7
h
l
u

ヒ
ミ
ス
j

つり

J
I
一

C

E

よ

介、

夫
」

な じっ
迷 f
l対は
じh •• , 
ノ＂、

中＇＂グ） ＇＞こ

－対
つ・ L
！／）・v亡
号空． 村
υ ;t; .レJ
にの

i是也
ぎ出IJ
4 千I;
、首
詩

:iH 

白川
L
て
権
利
保
諮
を
求
め
る
悩
々
人

が
い
る
が
、
一
や
わ
れ
る
決
定
は

す
之
決
｛
l

h
剖
胤
i

注
さ
れ
る
部
分
も
あ
り
、
並
わ
ヲ
る
決
定
か
ら
切
り
掛
mγ
の
が
む
「
か
l
い
の
で
あ
ョ
ム
ロ
か
、
ニ
ー
し
た
大
き
な
ー
仲
間
前
’
売
れ
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裁
判
子
山
知
一
に
辺
引
る
の
は
、
サ
一
い
ぞ
い
日
忌
と
し
f

－
で
あ
る
一
か
ん
と
あ
の

つ
ま
り
、
行
政
〆
裁
判
所
ど
の
時
に
は
「
構
法
的
な
訓

対
拡
が
存
在
す
る
た
め
、
試
刊
所
は
胤
告
の
権
利
の
み
に
系
山
三
に
過
度
の
市
査
を
／
れ
コ
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ラ
子
れ
ゆ
え
、

ゴ
桐

裁
判
所
一
い
は

け
で
℃
審
査
を
戸
f
、
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
ノ
仁
政
引
の
コ
ノ
ト
ロ
ー
ル
と
い
っ
位
芦
つ
け
が
与
、
え
ら

ァ
立
つ

ノ

f
u
ν

れ
る
コ
汁
ハ
体
的
に
す
え
ば
、

γ

日
刊
は
が
刊
は
惚

d
c泊
ぺ
仙
の
法
適
川
市
少
一
／
り
つ
場
台
い
は
、
て
れ
に
川
町
す
ふ
’
子
、
な
コ
プ
「

総
滅
さ
れ
た
「
一
〆
ト
ロ
バ

仮
定
の
形
日
正
に
ん
わ
せ
ん
街
一
呈
「
一
J

h

ロ
ヰ
が
れ
わ
れ
る
こ
と
に
な
λ
d
の
（
じ
あ
る
f

日
l
ル
が
な
さ
れ
る
が

行
政
＼
の
品
川
平
日
夜
揮
が
認
め
ら
れ
る
湯
ム
じ
に
は

つ
ま
り
街
川
口
宇
と
い
う
行
政

第
三
節

法
概
念
の
形
成
に
お
け
る
司
法
の
独
自
性

け
一
院
し
市
出
引
の
理
論
の

こ
う

υ
た
d

M
一
言
に
よ
る
行
以
へ
の
長
持
、
決
定
ほ
阪
の
民
権

lyyユ
が
で
行
成
同
一
出
の
ほ
限
配
れ
ん
を
説
明
す
る
規
約
一
閃
ほ
ほ
一
以

卜
対
v

J

て
ほ
、
肌
訟
の
よ
う
に
ハ
ノ
た
か
J

ず
疑
刊
が
三
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
円
引
的
な
批
判
は
。
不
J

ン
ャ
ャ
の
J
て
パ
f

で
あ
る
こ
H
Z
わ

れ
る
）
不
r

ン
ャ
ャ
も
ま
ず
八
、
反
戦
的
日
医
院
ー
が
／

に
、
限
能
的

d、
的
へ
か
ア
ワ
口
7

干
に
よ
コ
す
オ
，
政
こ
司
法
の
梓
限
配
分
は

法
的
に
な
が
れ
）
ゐ
と
の
す
M

仰
を
と
る
が
、
そ
の
U

金
泳
ル
一

1
7
4
L
L
h

で
は
な
く
、
市
ぃ
法
、
い
ぷ
め

マ
’b 

も
っ
、
も
、
ぞ
れ
は
、
特
定
の
憲
次
朱
丈
か
ら
J
1
5中
山
也
、
れ
る
内
容
一
ド
、
住
批
判

い
う
方
法
で
は
な
い
「
約
九
は
ま
ず
、

T
A
m山
的
な
法
地
滑
の
辺
論
を
内
検
討
す
る
こ
と
カ
ら
出
品
川
寸
ヨ
ム
叫
υ

す
な
わ
ん
、
今
円
に
お
い
て
、
法
調
掃
の
際
仁
「
山
悼
の
止
じ
い
答

え
一
が
存
心
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
も
は
千
四
」
圧
の
と
こ
九
ぜ
あ
れ
、

法
の
掴
用
は
、
崎
市
、

法
的
凡
ル
が
伴
尖
＋
一
泡
川
さ
れ
る
肯
疋

仙
川
候
純

5
0
w
Z
Z
R
F巨へ一
E
E
E）

ほ
乍
八
）
適
用
ν
ミ
れ
長
い
針
ぷ
的
仮
出
向
ヘ
ロ
内
丸
山
F
F
d
m
R
E｛「
ι何
百
巴
、
そ
し
に
そ
れ
hd
不
明
成
な
中

に
よ
っ
て
一
対
照
さ
れ
る
一
ポ
，
、
ン
ャ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
法
制
一
銅
山
坪
訴
を
、
ぞ
れ
自
体
J

L

江
川
一
以
姉
「

5
2
z
r
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え（
的。
1

－
か
し
、

特
に
う
ル
三
ン
め
よ
ト
つ
に
、

こ
ご
か
ら
よ
旦
ち
に
ド
グ
マ
v

テ
ノ
ク
じ
」
ム
す
る
帰
結
を
い
引
き
川
す
一

つ
ま
り
、

口
す
的
使
ド
叶
に
際
〆
て
は
も
は
や
法
的
な
法
一
準
が
花
在

L
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
一
の
ふ
も
つ
な
助
ム
ロ
に
行
政
と
裁
判
刈

の
ど
ち
ら
の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
か
’
を
法
的
一
ド
パ
仇
｛
疋
す
る
こ
7

て
は
で
き
な
い
と
す
る
に
ん
が
に
対
二
、
疑
問
合
μ
ー
す
る
。
こ
の
点
に
均
し

ドイ 11,・nzui±百台：・おけ，，，t;試の講をJ!Ji''・i'iその安直 J一。にi

ご
は
む
し
ろ
、
れ
は
裁
量
丹
伝
統
初
V
I－－
m
が
、
伏
義
内
放
Lr一
モ
ポ
惟
定
法
何
人
芯
と
会
区
別
し
、
～
1
w
n
に
お
い
て
完
全
な
司
法
活
査
を
以

ぷ
し
し
き
た
こ
と
は
け

L
U
と一国、っ

F
y
レャ
l
i山
、
こ
の
よ
う
な
法
強
用
の
珪
誌
と
伝
統
的
必
一
↑
成
政
軍
手
誌
の

見
つ
る
し
L

ウア

同出
L
G
F

る
二
つ
の
ふ
い
也
を
、
ト
打
点
ハ
均
九
%
一
誤
コ
れ
一
持
論

E
3
5〔』
E
E〕

帰
結
も
正
し
い
が
、

の
町
四
川
町
、
あ
る
と
い
げ
析
す
。

し
か
し
前
般
か
ら
帰
結
は
持
か
れ
持
な
い
と
い
行
状
刈
に
悩
／
一
一
仁
い
る
の
で
あ
る

つ
ま
り

そ
れ
は
、
制
授
も

こ
心
軒
町
出
を
同
川
決
す
る
べ
く
、
ボ
ッ
シ
平

l
ほ
ム
広
場

mの
理
一
論
に
惨
T
Y
を
捻
す
つ
ず
な
わ
ち
、

巾
守
的
松
山
怖
に
弘
前
北
J

疋
安
哀
が

小
だ
い
て
い
る
た
め
に
、
！
仏
旭
日
決
定
と
結
び
つ
い
た
法
定
ι
ソ一

（
同
党
｝
ν
Z
Z
N
g
n）
は
も
は
わ
紡
殊
伏
J
的
性
格

子丁

お

も
三平

的

f計ふ。、」

卒予
：？な

'・ ,.・ 
Z長日司ょす
る出品

l立

］

C
M
4

千ムゴ
ωハ
T
A
斗
（
、
7
n
r寸
2
T↓内《人司、

よ
り
芹
相
仁
考
察
オ

で
あ
る
し
y

分
か
る
」
と
さ
れ
、
出
一
心

訪問
m
に
つ
ハ
て
は
比
は
で
触
れ
L

る
が
、
。
不
ノ
シ
ヤ
？
は
、

｝
｝
の
松
い
格
を
法
阿
川
〈
p

の
形
或
に
あ
る
こ
み
な
】
〆
、
そ
れ
荷
主
主
リ
口
、
l
剖
り
4

て
ヮ
れ
た
司
法
強
山
の
μ

仰
山
で
あ
る
こ
主
張
す
。

そ
札
守
之
、
γ
h
l

住
宅
渋
川
川

念
に
羽
山
〕
可
川
、
伝
統
的
ム
ア
説
と
司
婦
に
、
裁
川
一
ベ
リ
γ

所
の
任
了
川
的
苦
L
K
什
が
去
に
寸
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ふ

以
上
の
よ
う
に
、

日
，
、
ン
ャ
ー
の
仁
川
鮮
は
、
最
終
川
町
な
一
一
有
利
入
閣
に
お
い
て
伝
統
的
学
説
の
え
；
〆
二
人
ハ
と
同
）
な
の
で
あ
る
が
、
双
j

万

の
み
拠
は
ム
ヤ
ノ
＼
宍
な
っ
て
い
る

つ
ま
り
、
伝
統
治
学
試
は
、

γ
ハ
惟
定
法
何
人
芯
ド
お
け
る
完
全
な
斗
法
等
去
の
快
犯
と
し
て
K
M
本
店

九ん
μ
未
川
取
を
引
3
〈じ
M

に
い
山
づ
が
、

さ
な
か
っ
た
〈
ご
れ
い
対
し
亡
、
ポ
ノ
シ
ャ
ー
は
、

利
口
叫
の
と
こ
ろ
司
法
川
市
は
法
訟
或
に
以
定
さ
れ
、

司
法
の
独

μμ
十
幸
一
円
吋
ら
か
に
す
る
一
」
と
が
一
℃

法
渋
川
の
刷
町
古
川
の
山
県
に
依
撫
L
f＼

法
迎
用
が
出
な
る
法
認
識
で
は
な
い
ど
い

つ
こ
と
を
認
め
な
古
ら
も

に
法
り
γ
民
な
仕
絡
を
見
出
寸
こ
と
に
」
っ
て
そ
れ
を
持
正

L
、
こ
の

E
う
な
件
倍
と
必
J
A

法
全
依

阪人；L吊JG2 (S 'c'l', 17却にお；:;. 3 J 
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こ
の
悶
漠
コ
け
泊
、
f
ハ一司
J
庁
、
帝
人
誌
の
意
味
三
詰
t

品
川
会
一
昨
定

L
rで
っ
こ
す
る
の
↑
ご
あ
る
J

ゴ
桐

ポ
y

ン
ヤ
祉
に
よ
一
八
ご
初
め
、
4
扶
さ
れ
kr

わ
け
ξ
は
な
〈
＼

つJ

E
i
に
イ
L

ン
コ
に

t
っ
て
以
に
得
ぶ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
h

、
f
工
、
ン
づ
一
の
克
解
は
中
J
円
か
ら
比
円
い
い
さ
れ
と
い
九

九
六

0
1代
絞

も
つ
レ
も
、
ご

λ
Lナ
行
政
政
三
九
市
の
構
成
は
、

却
で
あ
る
パ
ホ

フ
が
確
1
4
L
P伝
統
均
学
誌
？
と
は
柏
市
に
お
い
J

数
似
し
て
い
た
た
め
L
P
、
干
の
長
義
は
一
あ
ま
り
珂
鮮
さ
れ

t
こ
な
か
汁
と
d

う
に
田
町
い
わ

れ
る
u
L
h
γ

し

ボ
ノ
ご
J

T

が
rH
却
の

の
中
、
対
立
市
に
取
れ
け
し
い
る
よ
う
に
、

ィ
ー
シ
P

一の
μ
1
2
0
m

は
、
ム
ー
じ
に
お
い
て

も
な
お
伝
統
的
川
町
J

戎
と
は
法
っ
た
胃
次
一
ぐ
市
民
什
を
ム
判
L
C
い
る
と
思
わ
れ
る
c

寸
こ
で
孔
ト
で
は
、
ポ
ー
シ
ャ
ー
レ
」
と
も
に
ノ
J

I

シ
ー
の
日
出
併
も
取
り
げ
て
、
リ
山
花
立
の
特
殊
決
予
約
刈
ー
倍
い
つ
い
て
苛
じ
る
こ
と
と
l
た
い
r

｛っ
μ

十店定
l
J

に
お
け
る
出
学
的
性
格

f
寸一ン
J

二、

八
六
、
ア
と
町
村
慨
に
、

お
付
る
判
阿
令
池
と
を
区
別
す
る
い
γ
、

民
的
効
尽
に
お
け
る
閉
店
去
の
裁
旦
と

そ
の
限
拠
と
な
る
の
は
、
立
忠
行
為
し
y

円
相
注
で
は
な
い

イ
ニ
ご
J

7
一
は
む
し
ろ
、
伝
伐
念
の
、
阿
川
に
mw？
二
土
台
、
州
、
制

日
4
9
に

γ一
の
紘
聞
で
’
h

b
千
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
こ
ヰ
怠
訟
〕
て
お
じ
J

、
こ
の
古
い
お
ハ
て
ケ
ル
ぷ
ン
歩
一
計
制
〕
て

ρ
る「

L
か

｝

J

、
ケ
ル
ゼ
シ

比
一
概
念
の
形
成
に
お
い
て
は

の
1
山
川
口
早
川
印
刷
官
ハ

u
ζ
川

？

V

戸、、

も
は
や
法
、
了
的
な
条
れ
は
存

Jιγ
三
%
い
と
い
う

F

和
へ
帽
を
導
く
こ
と
に
対

L
て
は
、
［
村
八
九
市
を
附
も
；
そ
ー
こ
い
ゐ
の
も
、
イ
工
ン
コ
は
、
こ
？
〕
に
法
シ
わ
解
釈
月
十
と
L
て
の

H
法
論
の
わ
付
在

一之

会
認
め
る
が
ん
／
ご
あ
。

イ

7
ン
コ
は
ま
ず
、
法
概
念
の
附
三
分
析

つ
つ
、
慨
立
の
確
実
な
刈
包
一
ど
め
る
M
M
A
山
絞
（
子
氏
コ
ヂ

r
2こ
と
、
v

で
こ
に

含
ま
れ
る
か
合
か
が
疑
わ

L
い
概
念
川
市

い
れ
ば
法
秩
序
の
足
品
で
あ
り
、
そ
の
安
定

と
を
M
戸
別
す
る
n

槻
人
Fr
仲代は、

性
を
確
保
す
／
町
一
に
こ
の
世
肝
迄
に
よ
る
レ
＼
不
花
疋
法
師
似
合
は
、
概
念
帯
が
並
外
れ
て
大

3
く
不
明
ー
惇
一
C
あ
り
、
ま
七
隣
人
イ
校
が
421げ巾に

小
さ
い
も
の
l
t
y
e
ζ

ら
れ
と
こ
と
に
な
る
f

こ
の

、
ケ
ル
ゼ
ン
い
か
一
円
、
っ
と
こ
ろ
の
、
法
追
加
古
に
上
っ
て
枇
治
さ
れ
る
べ
J
J
A

17"0三IiI 'I. 3〕rn~ ；，戸市j 位（G161; 



バ、一戸川銃一の

J
汗
（
同
へ
ん
r
s
n
u）

こ
の
｝
↑
十
五
結
的
に
確
一
定
さ
れ
た
も
の
／
託
、
ス
て
い
b
J

げが、

p
ー

に

し
J

一

ケ
ル
ゼ
ン
は
、

に
当
子
る

は、
F

の
よ
、
ペ
ー
な
r

叶
与
の
隊
司
た
る
枠
の
相
パ
モ
は
、

ら
ゆ
る
必
の
筑
ノ
f
に
裁
量
が
伴
、
つ
と
い
う
関
係

つ
ま
h
ノ
、
あ

を、

1

解
釈
y

匁
話
、
内
相
以
に
川
刈
ノ
こ
は
一
恥
閉
す
ゐ
こ
A

が
で
主
な
い
と
日
、
つ
「

ウ
ル
ゼ
ン

l
J

、同円
ι
判
〕
た
法
と
つ
仇
－
z
y
）
の
河
係

そ
こ
f

＼
イ
一
L

シ
寸
一
は
、
概
念
昨
日
J
L
A

直
疋
約
な
も
の
と
は
な
く
、
お
態
的
な
も
の
と
捉
芸
人
V
U

~） 

:t 

慨
ノ4、
ヰ正

＂乙 T)

i!l 
J?( ] II 
証主 主主
或な
）） 三
t:J，、れ
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そ
の
内
ρけ
が
催
た
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
以
料
白
域
は
拡
大
弓
る
と
与
え
る
の
で
あ
る
と
校
乃
変
遺

大
は
、
概
念
が
ほ
実
）
有
す
る
山
川
将
が
、
そ
の
他
の
法
学
？
沼
、
ぇ

つ
り
ら
れ
る
こ
と
に
」
つ
て
な
さ
れ
ふ
η

こ
り
ょ
う

な
結
合
は
、
あ
る
梓
ト
吹
い
白
山
に
な
さ
れ
ゐ
が
、

方、

可ミ
骨三
！え

に

t押し
ノ炉、

よ 十荒

ぶ付近

あ
る
レ

・1 

l守,. 

円

rと
方
法

い
ア
日
立
じ
ν三
し
λ

ぺ｝

7
ド
ド
：
、
オ
〆

前
川
一
的
決
ぶ
／
】
ロ
丹
市
同
円
、

H
O
C
ロ

dto
円

V
R
W
5
5ロ
）

イ
了
、
ン
ム
は
こ
れ
を
、

定
F
J
M
の
巴
山
が
認
め
つ
札
会

hTしりも、
特
町
一
な
ん
法
に
よ
J
J

て
な
さ
札
yv
法
叫
〈
J

い
の
が
成
は
、

こ
の
よ
、
つ
い
い

択
の
行
山
間
で
あ
れ
占
状
主
党
の
荻
斗
一
と
は
込
川
一
さ
れ
る
し
と
い
う
の
も
、
民
概
念
に
ぶ
い
て

の
外
側
じ
あ
る
概
念
の
治
ぴ
つ
一

に
い
ね
い
ご
は
、
山
辿
什
ん
」
d

的
な
概
念
橋
北
は
も
は
や
同
連
！
こ
な
、

J
1、

バ
、
の
外
側
に
あ
る
法
可
や
規
範
を
E
J古
川
細
川
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
↑
ご
あ
る
J

さ
に
ふ
っ
亡
「
王
化
」
が
な
さ
れ
る
の
に
町
て

狭
義
的

ポ
J

ン
ヤ
3

色、

イ
エ
ン
コ
と
司
婦
に
、
法
叫
一
圧
を
単
な
る
法
m
認
訴
ξ
は
な
／
、
法
の
定
す
で
あ
る
と
し
な
が
り
も
、
を
れ
は
「
訓

常
に
国
十
加
の
方
法
論
的
か
っ
，
ハ
閣
記
仙
川
な
長
引
、

う
ま
り
副
右
の

＃貝比九いのけすよ罰

同
右
の

存
目
（
－
U
4
2
m

一5
7
5氏
支

J2H）

の
丈
て
作
詩
す
る
と
一
百
つ
。
ノ
ず
れ
ゆ
え
、
「
と
と
え
J
h
予
約
じ
り
法
カ
、
与
え
得

pω
板
々
な
論
証
の
問
の

決
｛
じ
を
あ
レ
J

か
じ
め
し
て
U

な
く
じ
も
、
法
一
出
川
市
の
枠
内
に
一
一
る
法
’
疋
y

げ
は
、
そ
れ
い
も
か
か
わ
り
ず
、

pd 

の
で
包
め
る
じ

の
比
日
内
で
討
さ

れ
て
い

に
よ
J

ノ
て
恨
拠
つ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一

こ
ご
カ
九
行
政
及
川
且
訟
の
川
市
成
に
院
し
亡
、
従
ボ
の
伝
統
町
バ
r
一
況
に
い
ロ
げ
る
扶
義
の
故
口
巾
レ
い
不
経
ー
た
ル
い
概
念
と
の
区
恥
を
市
川
－
U
2
9
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一－u
〈
＼
ノ
＼
’
M
J

：つ
3

J

J

L

〈

f

る
干
す
な
わ
ち
、

1

不
市
定
法
概
念
の
判
（
休
L

に
の
た
め
の
ド
グ
マ
ヤ
テ
ノ
ノ
シ
マ
一
な
法
定
立
は
、

ノ
十
攻
法
上
の
裁
一
ア
打
伐
と
は
人
＋
ノ
＼
［
穴
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
一
J

U
M
で
、
京

mwハ
止
法
概
念
の
ド
ク
？
？
ア
J

r

ンユ

ゴ
桐

L

し
述
の
い
恥
殊
渋
一
宇
治
寸
評
論
副
領
以
の
長
引
の
法
則
性
に
従
い
崩
ず
る
の
に
凡
仁
、

哉
と
牢
の
県
南
作
の

μ「

f
政
は
裁
μ
Z

ハ
灯
油
山
に
際
じ
て
、

刊
で
は
あ
る
が
｜
｜
匝
約
沼
合
什
と
い
、
っ
、
ま
さ
い
法
学
的
指
祉
の
泊
践
に
刻
一
F
す一ムりこ
L

円
六
日
i

能
な
、
畢
一
d

止
U
Y
な
た
牟
を
も
志
少
叶

す
る
こ
と
に
な
る
f

ム
で
れ
ゆ
え
、
決
誌
の
救
ロ
芹
と
不
確
正
直
比
概
念
に
お
け
る
判
断
余
地
l
t
詩

体
的

i
f
J
b
L
T品
、

ふ

ト

A
M
L
ι
nリ

一

d

J

L

i

t
－

L
z
r
i

信
冷
却
併
と
し
て
は

E
L
ハ
と
し
て
も
、
行
民
政
量
学
ふ
と
し
ず
は
認
め
ら

？丁
u'.Z 

ょ

に

も
γ、
’ふ

さ
れ
f与

"'' が
以；，；L戸去】 位 (G lff 

い
の
ご
あ
る
c

憲
法
主
停
か
ら
の
市
誌
の
独
内
引
の
v叫1
川

ミーてコド円、
F

パ
一
シ
ι
ー
と
ボ
ノ
ン
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、

リ
い
学
仙
川
亡
一
の
ん
法
に
よ
令
、
は
概
念
山
形
成
は
、

憲
法
÷
什
刊
の
簿
浩

ノてもプ刀、
h

つ

に
お
山
］
γ

ヱr
之
｝
？
な
一
巳
以
比
百
台
？
の
味

て
い
ソ
匂
し
／
」
ミ
と
れ

ヴ

f
b

レ）似利一に

m
則
が
月
一
寸
ー
か
れ
る
－
）
と
に
な
る

イ
マ
一
ン
は
、
そ
の
忠
山
と

L
V＼
単
一
山
出
全
体
の

て
ハ
る
ご
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
行
政
に
勺
政
裁
判
所
と
の
山
心
待

rJ
リ
人
汀
す
に
つ
い
7
L

才

よハー叫国主江川判人
4
の
解
釈
に
お
い
て
何
ん
か
の
代
替
月
連
な
窪
択
以
を
挙
げ
た
…
印
刷
ぷ
円
ド

裁
判
所
が
子
れ
を

内
J
J

叩
す
る
と
い
入
戸
て
つ
な
詞
此

い
よ
る
わ
伐

を
し
て
い
な
い
。
し
げ

L
ろ
、
荘
一
ム
バ
山

↓八条

E
設
は

の
「
プ
J

ト
ロ
ー
ル
を
規
定

L
、
ぷ
り
、
戸
一
こ
か
ら
裁
判
所
の
法
内
え
解
が
ノ
イ
品
川
の
そ
れ
仁
優
位
つ
ご
γ
G
V

ぃ
、
つ
刊
訂
以

u
z
Z
E
5
2
2
1

の問問
f

刊
を
読
み
取
る
こ
と
が

ポ
ノ
ン
ャ
ー
は
、
法
慨
念
の

」
主
九
り
当
て
ら
れ
る
珪
山
本

裁
判

Amm

関
連
り
リ
け
で
よ
り
詳

叩
刊
）
え
m
J
7
，G
U

す
な
わ
ち
、

及
利
一
巧
は
、
同
ト
史
的
、
人
的
お
J
ぴ
制
度
判
げ
み
て
、
勾
引
な
＋
刀
法

p
y
グ
マ
！
？
J

Y

J

J

ェ
な
法

の
続
続
形
成
会
L

休
系
的
に
れ
し
、

そ
の
符
引
に
ゆ
要
求
を
料
、
J

こ
J
を
専
門
と
ヨ
る
市
川
事
ぺ
に
あ
る

こ
の
こ
と
以
、
悲
本
法
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九
五
灸

反
正
に
お
け
る
一
貫
性
、
す
な
わ
ち
裁
判
的
統

子
υ
吋
百
戸
ν
に｝
Z
C
H
V
ベ

2
7
5
m）
を
保
障
」
ヲ
る
と
い
う
、

'"I 連
以、ぷ
0） グ〕

よ長
つ，，ゴJ
に裁
は子j
IIえ 万行
伐の
,,, fJ 
jし蒋；
一合、

し、ら
な ~c
いら
う、か
らに

ふフ
グ3 心

。三｝

ま c' 
1こゐ
、万1

D 

一
う
し
ん
統
一
的
な
訟
の
会
展
に
刻
し
て
は
、

他

m
ど
の
栴
万
ち

裁
判
一
間
は
、

／
て
勾
引
立
仁
よ
っ
て
、

山
じ
銭
的
な
政
治
の
介
人
か
h

J
じり

れ
て
い
る
。
そ
の
也
い
も
、

裁
斗
と
「
い
は
例
外
な
ノ
、
法
学
内
専
門
教
育
を
受
け
ζ

い
る
こ
と
、

裁
判
所
内
？
何
祁
シ
ス
一
Y
八
円
相

M
t引
な
均
J
d
什

ドイ 11,・nzui±百台：・おけ，，，t;試の講をJ!Jl'"i'iその安直 J一。にi

的
資
沼
を
情
え
一
L

い
る
こ
と
、
手
紙
に
よ
コ
ピ
時
間
的
資
源
ド
刈
す
る
法
の
体
系
化
と
統

斗
の
能
力
Hr
保
障
さ
れ
る
こ
と
も
こ
の

証
明
？
一
ヲ
る
根
拠
と

L
C
学
げ
ら
わ
久
d

上
う
な
い
惟
限
一
凱

I; 

可
法
は
、
法
の
ど
I
M
ノ
マ
l

以
一
の
こ
と
か
ら
、

T

J

ソ
ン
コ
な
形
山
川
に
問
、
一
タ
る
最
終
決
定
権
に

t
ワ
仁
、
山
茂
世
お
ょ
っ
判
断
の
構
成
烹
件
に
問
L
C
行
政
に
司
，
h
中
」
て
ら
れ
て
い
る
仏

M
N
 

極
的
な
形
成
余
地
の
限
界
を
J
O
E
－
－
9

る
コ
行
政
の
最
終
決
定
住
に
問
す
足
長
崎
川
、
決
定
作
も
ま
た
、
設
判
所
に
あ
る
」
？
と
一
戸
、
つ
一
も
っ
と

行
政
の
判
断
が
裁
判
所
の
そ
れ
に
上
つ

認
すJ
をて
J巴青
J昼き
十換
るえ
にり
過才し
＂｛＇ て
な
,,•:-!'i 五

レ

シ

i未
九

ー
裁
判

も
、
九
の
こ
と
は

せ
寸
に
行
伐
の
行
到
廿
出
廷
の

一
げ
の
ノ
吋
政
コ
／
1
υ
i
ル
は
、

つ
み
ま
い
り
、

一iJ
ん
λ
L

一－J
ャ
j
A
J
ょ、

ク

』

I
l
l－

ず
は
動
限

肢
と
v

J

て
重
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
て
の
作
い
州
、
亡
、
v
う
観
ペ
か
ム
み
れ
ば
、

半
火
山
町
γ
は
λ

常
、
阿
久
な
る
狽
口
位
を
は
一
つ
も
の
こ
ヲ
〕
ご

問
問
哉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

t吾
以
の
考
察
に
お
い
て
、
捻
能
的
話
的
ア
ワ
ロ

l
千
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
1

機
能
的
法
的
と
い
っ
概
念

の
新
た
な
対
併
と
し
て
、
近
日
町
、
ム
十
除
さ
れ
て
い
る

つ
の
見
切
を
い
ね
ん
Y
Lた
U

そ
れ
ら
は
と
も
に
、
行
伐
と
司
法
と
の
問
の
J

治
以
配
分

7
Q
法
目
茶
準
に
依
制
惜
し
上
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

向
け

hm
↑
お
け
る
行
政
共
同
出

一
つ
い
て
で
の
出
皮
の

設
の
fMμ

成
は
布
当
に
呉
な
ワ
と
い
た
c

ま
ず
、
前
苫
の
規
範
恥
授
権
一
況
に
よ
れ
ば
、

行
政
と
司
法
と
の
同
心
持
限
配
r々
を
決
定
す
る
の
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は
止
法
卦
で
あ
る
と
さ
れ
に

そ
F

で
は
、
州
会
ん
体
の
法
的
制
御
こ
い
う
マ
ク
ロ
な
～
如
、
占
キ
行
政
法
＼
取
り
込
む
こ
〆

と
お
り
、
行
政
は
、

Aυ
法
1
ナ
ー
と
と
も
に
叶

υ一
的
に
剖
向
を
行
、
つ
主
体
と
み
な
さ
れ
る
、
台
〕
れ
仁
対
〆
／
＼
司
法
は
、
柄
引
的
苫
宇
象
じ
の

ゴ
桐

？
の
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
仇
遺
上
の
非
対
引
か
ら
、
制
御
の
鋭
白
4

か
ら
な
さ
れ
る
七
政
へ
の
裁
芸
誌
砕
を
A
1
1
r
す
る
こ
い
よ
h
J

求
め

コー、
J

i
1
2
J
 

そ
の
け
拍
川
本
こ
P

）
で
］
小
松
は

わ
伐
に
対
す
る
コ
／

f
口
l
バ
ー
と
い
置
づ
け
ら
れ
る
こ

2
い
な
つ
れ
J

U

こ
れ
い
に
対
し
て

のノ
i

J

ン
コ
し
に
ポ
ソ
シ
ャ
の
此
併
で
は
、
法
、
姐
用
の
川
崎
ぷ
丹
作
正
が
、

領
域
と
は
考

t
hリ
れ
し
こ
な
」
J二

た
法
の
｛
バ
ウ
に
法
日
rf
治
な
方
は
い
を
見
出
す
こ
と
が
山
党
円
と
な
る
f

こ
こ
か
ら
、
法
概
念
の
げ
が
統
民
氏
が
符
川
河
法
学
的
門
芯
を
右
す
る

こ
と
、
ま
た
そ
れ
詩
、
窓
法
己
引
什
に
計
法
に
笥
り
当

cι
れ
た
権
限
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
J

そ

可リ
J
A
Z

r
zこ

f
H
J
J
 

主
ハ
一
R
ズ
】

対
し
と
ん
庁

汁
的
地
ム
寸
仙
川
な
考
慮
が
必
ht
ー
と
な
る
伏
義
的
校
出
ド
活
仇
し
て
は
、

わ
政
の
判
断
が
尊
重
さ
れ

7

3

y

」
ノ
パ
に
十
か
ヘ
4
J

、、

4
3
ォ
l

i

。
、

丘
町
片
と
い
て
一
一
町
民
に
U
政
の
判
断
や
四
百
寸
力
が
号
、
ズ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、

j

斗

j

1
1引
け
げ
｛

氏
は
芝
の
形
成
に
間
同
ぶ
に
は

こ
れ
ら
の
は
縦
、
特
に
ボ
ノ
ン
p

i

の
J
U
解
に
間
二
、
は
、
そ
れ
が
最
近
公
訴
さ
れ
た
も
の
戸
、
必
る
た
め
、
（
十
一
坪
の
評
舗
は
ボ
行
持

｛
子
戸
、
ど
れ
い
一
に
〕
か
に
こ
れ
ま
で
の
年
祭
か
ら
明
ら
か
に
在
円
た
こ
と

ι品
川
介
す
る
1

／、

て
は
次
の
】

23

な
問
題
じ
い
な
υ
対
同
四
一
千
主
奇
一
ム
叫
ノ
灯
、
わ
れ
る
一

一
司
法
判
出
が
不
当

ら
れ
て
い
る
の
一
に
は
な
い
か
こ
い
う
問
剥
が
あ

そ
こ
で
は
、

ま
守
、

高
山
沼
山
乳
約
一
段
権
玩
に
お
い
仁
は
、
位
九
百
制
約
と
い
う
γ
八
三
な
運
河
が
ん
’
れ
f

以
及
川
－
一
山
一
論
が
仇
成
三
れ
る
従
来
、
畑
一
別
的
市
ー
も
ぷ
の
み
じ
詞

〉

J
l
I
A
ま
7

Z
）

7

／
ト
τ

l
し
す
当
コ
）
つ
F

こ、

t
f
r
l
f
E
U

二

1
y
i
f
d
l
i

そ
の

f
つ
必
？
ト
出
づ
け
は
司
法
独
什
の
作
山
市
と
は
認
め
ら
れ
な
い
て
あ

ヲ
ド
ご
つ
の
と
い
へ
の
？
も

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
～
れ
る
け
刈
設
と
の
潤
係
仁
お
い
て
果
た
し
、
）
る
稔
能
、

つ
ま
り
こ
一
一
明
、

コ
ン
ト
U
l
ル
と
は

は
行
政
ど
の
坊
が
に
ぷ

Uj也
河
川
訟
の
役
訟
の
表
現
で
あ
り
、

司
引
い
砂
一
円
の
叱
J

川
で
は
な
い
か
い
リ

さ
ら

γ
、
こ
の
よ
う
な
什
照

を
川
っ
と
ん
冷
ヘ
註
く
と
し
C
も
、
立
法
者
が
行
政
と
司
l
い
し
乙
の
聞
の
権
似
配
分
や
p

一
山
一
形
成
で
き
る
レ
し
す
る
そ
の
土
張
は
、
憲
法

と
政
合
し
な
い
の
で
は
な
い
か

ょ
の
出
げ
い
つ
い
て
、

ン
）
ミ
ソ
7

ア
ス
マ
ン
は
、
基
本
法
九
条
内
山
の
裁
判
所
に
よ
る
宅
対
的

九ベムヤ
h
u
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権
利
保
護
の
巾
芝
叶
に
基
づ
き
、
「
法
適
用
の
土
全
な
コ
〉
ト
口
、
ル
一
が
「
具
芯
型

一
亡
、
一
め
、
リ
、
「
わ
攻
＼
の
最
終
決
定
の
校
権
が
認
め

h

れ
い
る
場
介
の
楕
減
さ
れ
た
コ
ン
ト
ロ
｝
ル
」
は
例
外
で
あ
る
と
述
べ
仁
い
ふ

J

ト
J

、
r？
ι計
J

交ん〆
L

＼
兄
二
一
】
工
、

J
l
q

人こ

1

4ん
1

4

4
ノ
事
ι
E
t－
－
一
d

l

叫

1
！

？
1
v
l

裁
量
を
」
壬
宇
ず
る
の
は

7
比
一
主
で
あ
る
の
p

か
ら
、
／

f
政
と
司
中
川
げ
ャ
と
の
川
の
権
限
間
町
分
仁
つ
い
て
は

υ
法
主
が
ヨ
山
間
干
し
決
め
て
よ
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
い
霊
山
訟
の
長
請
を
持
L
出
Lι
一
以
刈
例
外
公
式
子
巾
」
て
は
め
る
こ
と
は
う
位
す
る
＆
、
つ
に
忠
わ
れ
る
U

ドイ 11,・nzui±百台：・おけ，，，t;試の講をJ!Ji''・i'iその安直 J一。にi

イ
人
J

J

工
と
ポ
ソ
シ
寸
が
述
べ
て
い
る
上
、
つ
に
、
司
法
の
山
口
咋
は
憲
法
に
よ
っ
じ
決
定
さ
れ
と
い
る
と
考
え
る
な
句
ば
、

i
法
省
一
℃

そ
の
内
需
を
す
メ
市
史
す
る
こ
と
は
一
い
き
な
い
は
ず
で
あ
る
誌
木
法
が
、
格
刀
一
分
六
店
開
に
お
い
て
そ
れ

あ
ろ
う
ー
と
行
氏
で
あ
ろ
う
と
、

ぞ
れ
の
催
パ
ヅ
ゼ
独

H
の
も
の
と
し

γ～
構
ほ
し
て
い
る
の
だ
と
F
J
れ
ば
、
少
な
く
と
も
基
木
法
と
の
整
合
件
と
い
っ
飯
山
か
ら
は
、

J
n
r

シ
ム
レ
三
平
ッ
シ
ャ
ー
の
克
一
不
が
内
政
切
で
あ
る
と

E
わ
れ
る

ヲ
〉
）
：

j
オ
；
f
v

ド
イ
ツ
法
の
要
約

、
行
政
に
計
八
J

て
叶
iμ
が
主
川
洋
広
い
か
な
る
1
J
依
を
長
す
る
か
と
い
っ
心
一
手
一
、
戦
終
ド
イ
ツ
不
政
裁
主
人
川
の
戻
間
に
即

ν

と
考
緊
プ
「
ん
。
ド
イ
ソ
基
本
川
、
の
制
定
は
行
決
法
山
↓
f
に
多
大
な
影
呉
川
を
及
ぼ

L
、
行
政
裁
］
甲
子
与
況
は
こ
れ
一
許
可
杓
三
極
的
に
－
三
行
L
で
？
と

ν

と
か
、
詳
紘
一
い
み
ム
V

〆F

そ
の
受
存
の
仕
ん
は
一
椋
て
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
川
、
そ
こ
で
は
、
柑
々
な
ノ
rfw裁
量
内
f
J
J
叫
が
、
」
丸
山
ν
一司

法
ど
の
山
川
の
権
川
町
配
分
に
潤
し
て

R
な
る
珂
論
争
一
民
間
引

L
J、
い
た
の
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
活
竹
れ
る
ド
ノ
ヴ
干
政
裁
量
誌
の
特
徴
、

ず
み
な
わ
ち

ド
ノ

y
は
諸
y

山下

F
K比
較
し
て
波
川
町
の
統
制

こ
れ
に
よ
っ
て
、

常
収
が
向
く

ぞ
の
刊
了
〕
某
十
小
川
比
九
条
内
項
カ
ら
導
か
れ
ノ
ら
弘
治
的
な
司
法
官
叶
査
の

H
い
オ
が
最
長
な
役
割
を
恥
七
l
て
い
む
と
い
う

1
4
m
は
去
問
的
ぺ
し
め
り
、
行
政
裁
口
明
学
説
J
L
2

思
決
と
の
向
山
ダ
／
f

「
ミ
ァ
ク
な
肺
門
係
を
全
体
r
7
し
て
収
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
二
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こ
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
ハ

j
r以
μ

れ
肘
い
に
川
す
る
一
川
刀
法
作
い
い
ん
ず
円
以
向
円
札
い
の
崎
山
J

は

本
一
一
の

εth不カ
A
l

叶
は
む
4

1

J

ムリ

J

P

Y

｝
、
こ
コ
i

一

1
4
1
七

i
J
し
、

容
易
〈
は
な
か
っ
止
と
い
〕
F

一
と
い
か
山
川
ら
か
に
な
っ
f

士
一「

い
相
的
山
一
了
説
は

立
恥
大

J

一y
主
主
列
頃
の

じ
も
か

ゴ
桐

か
わ
い
三
＼
寸
法
作
弔
は
行
政
局
川
川
ぃ
宍
右
り
、
辻
ナ
山
の

に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
た
、
こ
れ
に
凡
L
Y＼
近
年
の
と
刀
一
況
は
、
可

法
い
よ
F
命
中
止
M
W
成
を
認
め
た
が

ぞ
れ
い
ユ
れ
は
の
法
形
成
と
灯
【
何
迭
に
つ
い
ど
は
時
だ
し
得
な
か
っ
と
り

一
こ
じ
は
む

L
ろ

的
法
的
な
ア
ゾ
ロ
l
ナ
が

一
つ
ま
ハ
リ
各
機
関
の
果
た
す

そ
の
都
皮
与
窓
し
て
、
行
政
ど
司
法
と
の
問
の
縫
限
配
分
を
王
敦

に山氏
J

ん
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
与
え
v

れ
た
の

P
品
る
口
そ
わ
ゆ
、

x、
悩
へ
の
作
利
川
崎
山
設
を
可
法
υ

掛
け
同
心
九
川
と
与
え
る
見
解
レ
〈
、

機
格
的
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を

K
判
し
、
行
政
と
可
決
と
の
時
の
樗
限
配
分
を
法
的
い
は
定
し
よ
う
と
す
る
む
時
の
学
況
の
投
昨
を

除
け
ば
、
、
P
A

ノ
で
は
え
判
所
の
iu
川
、
ぜ
統
制
活
附
止
が
達
成
メ
れ
ー
よ
さ
た
に
も
か
か
わ
一
り
す
、

叶
川
正
作
阿
川
の
独
亡
一
位
以
柏
秘
的
に
一
端

L
U

れ
て
『
な
か
っ
た
の
で
£
る

ね
下
で
は
、

ー
や
し
柄
小
引
き
い
併
に
わ
心
い
て
取
り
1
げ
に
f

つ
伐
に
だ
す
る
可
伐
の
考
え
憎
み
仙
川
ム
戸
件
を
ふ
L

れ
ぞ
れ
併
以
に
要
約
九

検

J「

る
こ
〉
7
y一
7

ゾ
～
l
f

一い

と再

に
、
飼
人
の
ド
間
的
位
利
の
保
議
は
、
ル
人
こ
、
さ
で
れ
が
川
法
の
重
一
山
女
な
限
定
で
あ
る
こ
し
と
も
、

じ
い
た
す
る
叶
法
の
独

Fυ

性
と
は
な
り
得
公
い
ご
と
が
明
ら
か
に
L

、
で
た

つ
ま
り
a

上
観
的
な
法
秩
序
明
に
装
づ
い
I

＼
わ
ム
は
い
対
す
る
司
法
m

っ
と
J

た
見
解
は
、
正
政
も
ま
た
端
的
権
利
の
形
成
牛
弓
ぱ
し
得
る
μ

い、っ

' , 
、

そ
れ
が
司
法
竹
山
を
時
徴
つ
け
る

的メ
な 1レ
メク
ルマ
ク l
マ Jレ
｜で
ルあ
でる
hよこ
なと
t ' 主ン

と 戸時
い剖
う L
.. ；~ 

2な
きが
指ぺ
iil; l七
L グ〉
亡で
いあ

たlゐ

イ
コ
シ
一
は
泊
切
に
も
、

司
法
行
川
の
お
一
次

イ同l
;, 

と
い
つ
の
も
、

砕
か
じ
裁
判
川
町
は
、
ハ
止
人
の
訴
白
提
起
に
よ
っ
て
初

め
て
機
能
す

そ
の
よ
、
つ
な
戸
大
慌
の
訴
訟
巨
人
記
～
と
は
引
に
叶
法
古
川
は
f

吊
↑
郡
一
念
し
針
る
の
ず
あ
り
、

そ
れ
こ
ぞ
h
d
j

川
リ
リ
い
り
メ
ル

ムノヲイ
l
ル
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
－
り
な
い
か
戸
之
、
あ
る

ちを
T1宇
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塙
↓
に
、

，ぃ玉川さて
L
L
ム
る
仁
設
へ
の
最
終
決
d

疋r
許
践
の

少
よ
っ
て
示
以
双
山
斗
一
を
永
で
ご
ふ
ろ
ノ
y

す
る
裡
花
的
間
以
潅
説
は
、
此
同
花

トグJ

けJ、的
V

J

プ
口
、
ー
ヰ
と
早
ハ
な
り
、
行
孜
と
司
法
こ
の
刊
の
法
的
な
ほ
以
配
分
キ
安
請
し
だ
っ
荒
川
礼
的
柄
引
持
ι
況
に
汁

L
て
は
、
す
法

考ギロドト
1
仇

と
る
F

ゐ
ヤ
と
が
て
弐
一
7

匂爪リムワ
7

一
い
う
疑
問
九
万
売
担
さ
れ
し
い
た
が
、
こ

J

て
も
な
お
、
ノ
ド

政
Y
p

－
－
リ
訟
と
の

一
万
約
に
昧
た
さ
れ
J

し
ま
っ
こ
い
う
刈
担
う
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
説
い
よ
れ
ば
、
引
九
五
の
法
的
刻
印
レ
い

ドイ 11,・nzui±百台：・おけ，，，t;試の講をJ!Ji''・i'iその安直 J一。にi

ペ
ー
ん
き
な
産
坊
の
、
J
ち
に
あ
る
行
政
に
刈
L
、

ノ
「
政
に
刈
ず
る
寸
ソ
〆
k
i

口
ル
と
い
う
呪
属
的

官
吋
判
的
半
烹J

ド
の
み
拘
わ
る
司
法
は
、

地
位
に
青
か
れ
る
こ
と
～
な
る
f

こ
の
よ
っ
！
な
ム
い
清
つ
げ
は
、

司
法
の
以
p

一
件
一
と
は
刊
誌
め
符
な
い
で
あ
ろ
う
r

し
か
し
巳

こ
の
点
に
問

k、

、’
U
政
に
故
門
市
古
与
え
る
の
は
守
口
法
北
円
で
あ
る
と
い
う
4
と
を
市
松

L
て
い
る

E
う

H
t
E
わ
れ
る
c

し
叩
ueL、

た
と
え
立
十
医
者
で
あ
ろ
う
と
、
行
段
上
〆
司
法
と
の
問
心
柏
限
尼
公
を
出
い
由
に
決
定
で
き
る
と
q
る
こ
レ
は
、
某
本

μ
？
と
巡
ふ
し
な
い
の

九一Jm
ザ～
hI
品、り、

基
本
必
向
島
付
力
一
同
法
を
飢
ー
巴
の
竹
川
川
I
／

L
て
単
一
川
比
じ
て
ハ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

で
の
ー
で
っ
か
ふ
品
川
h

法
、
！
げ

で川川作品、
v
九μ

三
す
山
、
行
政
に
J
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
は
ず
だ

r
Jご
あ
る
J

イ
一
、
ン
ー
と
o
F
y
、二
v

の
は
解
は
、

基一一ぶ

υ、
の
権
リ
ベ
ヘ
バ
構
造
の
一
一
〆
什
政
に
対
す
る

ーは
4L人

F
1

「

15
J

A

l

 

の
池
位
J
V

的
法
に
t
人
え
ご

計
而
1

｝
出
れ
る
こ
忠
わ
れ
ゐ
f

日
仏
内
効
早
択
の
側
の

の
裁
苫
こ
ヌ
ー
常
正
法
概
念
仁
お
け
る
判
断
人
ホ
定
3

E
J
v
i
、

J
f
f
r
 

い吋
h
v

こ
い
〉
7
占－
J
、

の
三
引
を
一
一
ぷ
す
る
と
い
〕
行
t

で
伝
統
的
見
了
説
1

こ
類
似
〆
ご
い
る
が
、
他
方
で
そ
こ
で
は
、
伝
統
的
晴
説
に
ん
ヘ
け
に
い
た
司
法
作
陪

ー
法
審
人
刊
の

E

リ
ま
た
、
P

の
見
解
は
、
法
通
E
市
内
述
人
団
A

行
政
裁
豆
山
一

の
批
河
川
し
か
阿
川
前
一
化
さ
れ

誌
と
の
山
川
に
牛
じ
亡
い
な
闘
舗
を
解
訂
す
る
と
い
う
庄
は
C
も
、
民
味
深
川
v
乙
mh
わ
九
る
の

つ
ま
り
、
ケ
ル
仔
、
／
の
見
討
を
治
め
し
し

ー
、
ム
J

ー
に
お
け
る
又
配
的
な
法
泊
川
内
町
訟
に
よ
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
法
の
、
制
用
は
辿
い
の
定
立
し
〈
結
び
う
い
て
い
ム
叫
が
、

ふと」日～↓
1
M
M

町一

は
や
法
学
の
ut
社
は
打
点
し
な
い
1
y
i

さ
れ
る
、
こ
れ
ト
対
し
ず
、
イ
一
L

シ
コ
と
ホ

y
J
L
ー
は
、
法
の
f

疋
ウ
に
も
特
殊
法
マ
的
な
仕

格
を
↓
一
訴
し
、
法
奴
今
い
の

hr続
的
な
形
ば
に
ノ
て
の
よ
う
な
件
何
日
を
け
見
出
し
た
の
で
あ
ふ

－L
呼
k

／
ヅ
に
お
い
て
は
、
行
ル
ゼ
J

山
庄
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前
夜
」
科
い
評
叩
L
T
7
！
こ
す
る
悶
向
が
千
三
札
、
ト
仏
）
惜
い
で
羽
介
し
た
J
V

一
は
ん
も
ご
ゐ
仁
子
潮
流
の
ハ
心
位
置
つ
け
じ
り
れ
よ
う
に
も
円
と
も
、

う
ル
川
、
〆
出
論
を
権
jυ

ヘ刀

υ一
論
に
お
い
と
発
展
的
に
民
間
〆
ふ
う
に
す
る
見
解
は
池
に
も
ロ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ξ
あ
け
、
イ
寸
ン
、
と

ゴ
桐

ボ
ソ
シ
ャ
ー
の
£
棋
は
、
抽
出
の
い
U

九
州
貯
え
較
し
コ
っ
さ
ら
に
悦
討
さ
れ
る
必
芳
、
が
あ
ろ
う
、

日
本
法
へ
の
一
不
峻

以
後
に
、
以
の
ヘ
I
J

ツ
は
い
の
グ
ワ
察
か
ら

日
本
法
ト
対
し
て
い
か
な
る
不
峻
が
判
ら
れ
る
か
を
検
討

L
て
お
き
た
い
η

て広
三c'
jや

ヲ

行
は
と
司
法
と
の
問
の
権
限
配
必
い
か
い
か
に
決
定
さ
れ
ノ
ペ
＼
き
か
と
い
っ
問
題
に
コ
い
て
検
討

U
ヰ
同
憲
法
下
に
お
い

γ～

jJ 
← 
ーァ,, 
－ 
問、｝

めぴ〉

る zヨ
ム［~

j 

i ,,, 
3 に

ぴ〉、

'(' ，，、

島統
つ的
le'" !t~ 
説
じ

"' 
同
中
同

σ〉
見
！＇可

、

一
い
の
底
打
リ
川
町
の
ム
コ
型
的
解
釈
」

円
よ
け
れ
政
へ
の
設
置

る

f
n
J
v
、

－

一

F

l

3

？、、

J
父
、
｝
F

に
は
d

一j
い
を
油
引
寸
る
こ
と
そ
山
こ
と
が
行
政
の
片
的
で
は
な
く
、
い
い
の

活
刀
か
げ
団

υ
て
、
あ
ど
結
l

ぷ
ふ
山
玉
川
叫
す
る
こ
と
い
？
で
の
ヨ
的
で
あ
り
、
行
政
は
で
の
ヨ
的
に
印
？
〕
戸
、
、

を！，：

川
位
校
的
に

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
ご
あ
ペ
レ
＼
例
別
的
具
体
的
な
出
浮
上
の
争
訟
に
法
沖
？
主
遮
町
一
証
J

、
J

わ
っ
く

の
解
決
？
な
め
と
る
こ
こ
を
伐

5
一14ヘ
〉

／ア
1
E
O

る
「可
；「＇i

" か
な紋
＂＂明 l

な由 利

み
たit刀＋,, 
こい
ナL 1!% 
tこ詑
；すご
' ール
~ ＇の
'C o 

何
？
場
～
r
一い川発

〈
叩

ζ
1
2
Q
裁
判
叶
に
こ
勺
て
は

こ
い

J
吋
止
か
ら
も
明
っ
か
で
あ
る
よ
う
に
、
叶
法
に
だ
す

そ
の
依
の
笠
説
に
お
い
え
は
、

能
L」

"" 
的
ア

l寸 1~
I ~i 
下え
ド！1 
有で
;j i;t 

J、
に ι丸
井、く
＂：，三1
：，（，の
J、役r ，主
づh ' 
ょ 0

1 キj'[

布告l
Q、打、J
v 二：
れ：元
矢h品

山
下
一
〆
つ
つ
も
、

同
哀
の
司
の
適
切
な
権
限
臥
分
を
達
成
〆
よ
ろ
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